
唐
代
雨
税
法
に
お
け
る
斜
斗
の
徴
科
と
雨
税
銭
の

折
纏
・
折
納
問
題

1

1

雨
税
法
の
課
税
瞳
系
に
関
連
し
て
|
|

船

越

泰

ヨ穴

目

次

は

じ

め

に

一
雨
税
制
所
斗
の
徴
科
に
つ
い
て

二
爾
税
銭
の
折
穏
に
つ
い
て

三
雨
税
銭
の
折
納
に
つ
い
て

む

す

び
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t主

じ

め

唐
代
雨
税
法
の
課
税
鐙
系
に
閲
し
て
は
、
つ
と
に
鞠
精
遠
氏
に
よ
り
概
括
的
に
論
じ
ら
れ
、
氏
の
提
示
せ
ら
れ
た
、
雨
税
法
を
戸
・
地
二
税

に
よ
る
税
法
と
す
る
知
見
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
以
後
に
お
け
る
逼
読
的
理
解
を
な
す
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
や

一
方
、
近
十
六
・
七
年
来
、
わ
が
園
に
お
け
る
雨
税
法
研
究
の
中
心
的
役
割
を
果
さ
れ
て
い
る
日
野
開
三
郎
氏
は
、
南
税
法
施
行
に
か
か
わ

る
幾
多
の
側
面
を
、
一
貫
し
て
唐
朝
の
抑
藩
振
朝
策
と
い
う
見
地
か
ら
精
力
的
に
考
察
さ
れ
た
ほ
か
、

t

商
税
法
の
課
税
韓
系
に
関
し
て
も
、
こ

@
 

れ
を
雨
税
法
の
基
本
的
六
原
則
と
し
て
統
括
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
氏
の
い
わ
ゆ
る
六
原
則
と
は
、
草
税
原
則
、
徴
牧
雨
田
原
則
、
量
出
制
入

原
則
、
戸
劃
象
・
資
産
割
腹
原
則
、
見
居
原
則
、
銭
教
・
銭
納
原
則
を
指
す
が
、
氏
に
よ
れ
ば
、
窟
の
南
税
法
は
、
こ
れ
ら
六
者
を
基
本
的
原

481 
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則
と
し
て
構
成
・
運
営
せ
ら
れ
た
税
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

唐
代
雨
税
法
の
基
礎
的
理
解
に
か
か
わ
る
、
両
税
法
課
税
鐙
系
上
の

一
般
法
則
に
闘
し
、

こ
れ
を
か
か
る
六
原
則
の
下
に
統
括
さ
れ
た
日
野

氏
の
所
論
は
、
極
め
て
重
要
な
提
言
で
あ
る
と
稿
さ
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
六
原
則
の
う
ち
、
特
に
皐
税
原
則
、
銭
数
・
銭

納
原
則
の
雨
者
は
、
明
ら
か
に
先
の
通
説
的
理
解
と
樹
立
す
る
新
見
解
を
な
す
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後、

の
概
説
的
論
評
を
除
け
ば
、
こ
の
日
野
氏
の
所
論
を
考
察
の
基
軸
に
す
え
、
雨
税
法
に
お
け
る
課
税
上
の
諸
原
理
を
穂
鰻
的
に
再
吟
味
す
る
試

み
は
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

小
論
は
、

か
か
る
現
朕
認
識
か
ら
、
問
題
提
起
的
意
味
を
含
め
て
、
唐
代
雨
税
法
の
課
税
践
系
に
関
し
、

」れ
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
て
み

た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
こ

に
課
税
鐙
系
と
い
う
場
合
、
商
税
的
課
税
・

格
税

・
役
法
等
に
関
す
る
も
の
は
、

し
ば
ら
く
考
慮
の
外
に
お
く

も
の
と
す
る
。

税
を
、
唯
一
の
正
規
課
税
と
す
る
税
法
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
、
唐
末
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
維
持
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
雨
税
法

- 30-

さ
て
、
雨
税
法
に
お
け
る
車
税
、
銭
数
・
銭
納
原
則
を
主
張
さ
れ
る
日
野
氏
は
、
雨
税
法
は
、
銭
数
で
賦
課
さ
れ
、

銭
納
を
本
色
と
す
る
雨

に
お
け
る
課
税
の
質
態
は
、
必
ず
し
も
氏
が
原
則
と
し
て
設
か
れ
る
ご
と
き
単
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、

一
定
の
餅
斗
(
穀
類
〉
の
徴
科
も
貫

在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

日
野
氏
は
、

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

雨
税
法
は
、
単
税
、
銭
数
・
銭
納
原
則
に
た
ち
な
が
ら
も
、
貫
際
の
雨
税
徴
納
に
際
し
て
は
、

他
物
に
よ
る
折
徴

・
折
納
が
贋
汎
高
率
に
行

あ
っ
た
。
諸
史
料
に
一
見
穀
数
制
と
う
け
と
れ
る
記
事
が
み
え
る
の
は
、

な
わ
れ
た
。
特
に
一
定
量
の
米
姿
は
、
税
財
政
上
の
最
大
問
題
と
し
て
、
絶
叫
到
に
折
徴
す
べ
き
額
高
を
た
て
、

そ
の
質
、
折
徴
す
べ
き
穀
の
額
敢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
南
税
額
は
、

そ
の
徴
納
を
確
保
す
る
必
要
が

一
た
ん
銭
数
原
則
に
従
っ
て
銭
高
で
算
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
銭
数
か
ら
必
徴
餅
斗
数
を
銭
高
に
換
算
し
て
こ
れ
を
差
引
く
操
作
が
行
な
わ
れ
、

@
 

か
く
て
一
見
、
銭
数

・
穀
数
二
本
だ
て
と
う
け
ど
れ
る
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
以
上
に
明
白
な
よ
う
に
、
雨
税

法
に
お
け
る
正
規
課
税
と
し
て
、
一
定
の
餅
斗
徴
科
の
寅
在
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
雨
税
法
の
畢
説
、
銭
数
・
銭
納
原
則
を
主
張
さ
れ
る
日
野



氏
の
所
設
を
事
責
上
支
払
え
る
も
の
は
、
餅
斗
の
徴
科
を
雨
税
の
折
徴
で
あ
る
と
す
る
知
見
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
る
る
。

し
か
し
、
こ
の
餅
斗
が
折
徴
で
あ
る
と
い
う
貼
に
閲
し
て
は
、
日
野
氏
は
必
ず
し
も
十
分
の
論
誼
を
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
氏
説

再
検
討
の
品
跡
地
は
、
正
し
く
こ
の
黙
に
こ
そ
存
す
る
と
い
い
う
る
。
こ
れ
か
ら
し
て
、
小
論
に
お
い
て
は
、
嘗
然
、
餅
斗
の
徴
科
が
雨
税
の
折

徴
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
貫
誼
的
考
察
を
主
題
と
す
べ
き
こ
と
が
自
ず
か
ら
了
解
さ
れ
よ
う
。
以
下
、
本
文
に
入
り
、
餅
斗
の
徴
科
が
雨
税
課

徴
土
い
か
な
る
存
在
を
な
し
た
か
検
討
し
、
雨
税
法
に
お
け
る
徴
科
の
賓
態
面
か
ら
、
南
税
法
の
課
税
鐙
系
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
管
見
を

の
べ
て
み
た
い
。

南
税
餅
斗
の
徴
科
に
つ
い
て

餅
斗
の
徴
科
が
、
雨
税
法
に
お
け
る
正
規
の
課
税
を
な
し
た
こ
と
は
、
代
宗
の
大
暦
十
四
年
(
七
七
九
〉
八
月
に
な
さ
れ
た
宰
相
楊
炎
の
上
恥
に
、

「
其
の
回
畝
の
税
は
、
率
ね
大
歴
ハ
暦
〉
十
四
年
の
墾
田
の
数
を
以
て
准
と
魚
し
、
而
し
て
均
し
く
之
を
徴
す
」

(
犬
。
ご
一
月
十
一
日
に
な
さ
れ
た
臣
僚
に
よ
る
起
請
恥
に
も
、

「
其
の
躍
に
科
す
べ
き
餅
斗
は
、

徳
宗
の
建
中
元
年
幻

請
う
ら
く
は
大
歴
(
暦
〉
十
四
年
見
佃
の
青
一

と
あ
り
、

て苗
徳、地

宗更額
のにに
貞一接
元・り
八二均
年のし
っ貫く
Z 例説
C にせ

十徴ん
二し」
月て
のみ

聖⑤i
と
み
え
、

両
税
法
施
行
に
闘
す
る
基
礎
的
史
料
に
穎
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ま
こ
れ
に
つ
い

(
前
略
〉
其
の
州
府
水
損
の
田
苗
、
五
・
六
分
に
及
ぶ
者
は
、
今
年
の
税
米
及
び
諸
色
の
官
田
の
租
子
は
、
並
び
に
一
半
を
滅
放
す
。
損
す
る
こ
と
七
分
以

上
な
れ
ば
、
一
切
全
放
す
。
云
々
。

と
あ
り
、
田
苗
水
損
に
際
し
、
諸
色
の
官
田
の
租
子
!と
並
ん
で
、
税
米
を
減
免
す
る
こ
と
が
み
え
る
。
降

っ
て
、
武
宗
の
曾
昌
元
年
(
八
空
)
正

①
 

月
の
制
文
に
は
、
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制
す
ら
く
、
租
数
常
有
る
こ
と
、
王
制
も
で
斯
れ
具
わ
る
。
徴
率
婆
ま
り
無
く
ん
ば
、
湾
民
何
に
か
依
ら
ん
。
内
外
諸
州
府
の
百
姓
、
種
う
る
所
の
田
苗
、
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率
し
て
餅
爵
を
税
す
る
こ
と
、
素
よ
り
定
額
有
り
。
云
々
。

と
あ
っ
て
、
餅
斗
の
徴
科
が
、

田
苗
上
に
一
定
税
率
を
以
て
課
さ
れ
る
定
制
化
せ
ら
れ
た
課
税
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
こ
の

後
文
に
は
、

の
お
本
道
の
観
察
使
に
委
ね
、
毎
年
秋
成
の
時
、
管
内
に
て
墾
闘
せ
る
団
地
の
頃
畝
、
及
び
合
に
徴
す
べ
き
上
供
・
留
州
若
く
は
使
の
斜
到
数
を
具
し
、
分

析
関
奏
せ
し
む
。
云
々
。

聞
さ
せ
る
と
あ
り
、
徴
科
せ
ら
れ
る
餅
斗
が
、

と
み
え
、
毎
年
秋
、
観
察
使
に
管
内
に
お
い
て
新
た
に
開
墾
し
た
団
地
数
と
、
上
供

・
留
使
・
留
州
分
そ
れ
ぞ
れ
の
徴
科
す
べ
き
餅
斗
数
を
奏

@
 

上
供
分
以
下
に
三
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

@
 

た
と
え
ば
、
憲
宗
の
元
和
九
年
(
八
一
回
)
五
月
の
記
事
に
、

こ
の
餅
斗
が
、
雨
税
の
夏
税
な
い
し
秋
税
と
し
て
徴
科
さ
れ
る
黙
に
つ
い
て
は
、

(
元
和
九
年
)
五
月
葵
菌
、
京
畿
早
あ
る
を
以
て
、
今
年
の
夏
税
の
大
萎

・
雑
寂
合
せ
て
十
三
禽
石
、
並
び
に
随
地
の
青
苗
銭
五
高
貫
を
亮
ず
。

と
あ

っ
て
、
こ
こ
に
、
夏
税
の
大
褒
・
雑
寂
と
み
え
、
あ
る
い
は
、

徳
宗
の
貞
元
十
二
年
宅
九
六〉

十
月
の
識
に
、

詔
す
ら
く
、
京
兆
府
奏
す
る
所
の
奉
先
等
八
燃
の
皐
損
は
、
秋
苗
一
高
頃
、
計
る
に
予
に
(
予
字
、
或
街
?
)
三
高
六
千
二
百
石
、
青
苗
銭
一
一
陣
八
千
二
百

貫
な
り
と
。

〈
中
略
)
其
の
損
を
奏
す
る
所
、
特
に
宜
し
く
放
菟
す
ベ
し
。
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こ
の
後
者
の
史
料
に
い
う
三
高
六
千
二
百
石
の
餅

斗
は
、
青
酋
銭
一
高
八
千
二
百
貫
と
並
記
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
勘
案
し
て
、
嘗
然
、
秋
苗

一
高
噴
よ
り
秋
税
と
し
て
徴
科
さ
れ
る
餅
斗

と
あ
り
、
こ
こ
に
、
秋
苗
上
よ
り
の
餅
斗
の
徴
科
が
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
誼
せ
ら
れ
る
。

の
額
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
更
に
後
述
す
る
。

ま
た
、

穆
宗
の
長
慶
四
年

(
八二
回
)
に
な
さ
れ
た
、
同
州
刺
史
元
棋
の
「
同
州
奏
均
田
」
の
肢
に
は
、
同
州
に
お
い
て
職
田
等
の
官
回
を
百
姓

不
足
す
る
官
田
の
租
子
等
は
、
百
姓
の
夏
税
地

・
秋
税
地
上
に
一
定
率
を
以
て
配
課
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
て
、

⑪
 

地
・
秋
税
地
の
語
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
諸
家
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
、
夏
苗
〈
委
等
〉

・
秋
苗
(
粟
等
〉
の
耕
地
別
作
付
に
封
慮
し

て
、
回
畝
を
夏
税
地

・
秋
税
地
に
分
別
し
、
夏
税

・
秋
税
と
し
て
の
餅
斗
の
徴
科
が
、
各
税
地
上
に
別
個
に
賦
課
さ
れ
た
こ
と
た
示
す
も
の
で

に
給
輿
し
、

こ
こ
に
夏
税



@
 

あ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
の
同
州
の
事
例
か
ら
想
定
さ
れ
る
か
か
る
餅
斗
の
徴
科
方
式
を
、
全
園
的
に
ど
の
程
度
一
般
化
し
う
る
か
で
あ
る
が
、
一

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
餅
斗
と
と
も
に
田
苗
上
に
賦
課
せ
ら
れ
た
青
苗
銭
徴
科
が
参
考
と
な
る
。

書
円
苗
銭
は
、
雨
税
法
制
定
に
先
だ
っ
代
宗
の
康
徳
二
年
(
七
六
回
〉
に
、
京
司
百
官
の
俸
料
支
給
財
源
と
し
て
起
徴
さ
れ
、
見
苗
田
畝
上
に
一
定

⑬
 

税
率
を
以
て
賦
課
せ
ら
れ
る
全
圏
一
律
税
を
な
し
、
そ
の
徴
科
は
、
南
税
法
成
立
後
も
、
そ
の
ま
ま
存
績
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

@
 

た
だ
、
雨
税
法
時
代
の
青
苗
銭
に
は
、
夏
秋
二
期
の
徴
科
が
存
す
る
。
こ
の
夏
秋
の
青
苗
銭
と
餅
斗
と
は
、
と
も
に
田
苗
上
に
賦
課
せ
ら
れ
る

一
睡
的
課
税
で
あ
る
か
ら
、
も
し
創
斗
が
夏
秋
苗
の
作
付
に
封
躍
す
る
税
地
別
の
徴
科
方
式
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
青
苗
銭
に
つ
い
て
も
、
同

様
の
徴
科
が
な
さ
れ
た
も
の
と
珠
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
、
京
兆
府
の
奉
先
等
八
鯨
に
お
い
て
、
秋
苗
一
蔦
頃
を
皐
損
し
、
餅
斗
三

高
六
千
二
百
石
と
青
苗
銭
一
蔦
八
千
二
百
貫
を
放
免
す
る
と
あ
り
、
一
高
頃
は
概
数
故
、
端
数
若
干
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
青
苗
銭
の
税
率
は

毎
畝
十
八
文
を
な
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
嘗
時
、
京
兆
府
及
び
そ
の
近
縁
の
諸
州
に
あ
っ
て
は
、
青
苗
銭
の
年
関
税
率
は
毎
畝
十
八

⑬
 

文
を
標
準
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
奉
先
等
八
回
開
に
お
い
て
秋
苗
一
蔦
頃
よ
り
徴
科
さ
れ
る
青
苗
銭
は
、
す
で
に
こ
の
秋
苗
分
の
み
で
青
苗

鎮
の
年
関
税
率
を
負
携
し
て
い
る
-
罪
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
、
こ
の
秋
苗
地
上
よ
り
は
、
夏
の
青
苗
銭
は
徴
科
さ
れ
ず
、
従
っ
て
餅
斗
の
徴
科
も

秋
期
に
の
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
既
掲
の
貞
元
十
二
年
十
月
の
詔
を
み
る
に
、
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こ
の
よ
う
に
、
青
苗
銭
の
夏
秋
二
期
徴
科
は
、
嘗
時
に
お
け
る
刷
所
斗
徴
科
の
有
り
様
を
示
す
有
力
な
指
標
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
観
軸
'か
ら
、
首
時
の
青
苗
銭
徴
科
に
闘
す
る
諸
記
事
を
あ
ら
た
め
て
検
す
る
に
、
車
内
苗
銭
の
夏
秋
二
期
徴
科
が
頻
見
せ
ら
れ
る
の

は
、
主
と
し
て
京
畿
を
中
心
と
し
、
他
に
開
内
・
河
南
・
河
東
の
一
部
諸
地
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
褒
を
主
と
す
る
夏
穀
の
徴
科
が
、

史
料
上
、
お
お
む
ね
華
北
に
閲
し
て
検
出
せ
ら
れ
る
黙
と
符
合
す
る
。
こ
れ
よ
り
み
て
、
税
地
区
分
に
よ
る
夏
秋
別
の
餅
斗
・
青
苗
銭
徴
科

⑮
 

は
、
ま
ず
概
し
て
華
北
に
行
な
わ
れ
た
と
の
お
お
よ
そ
の
見
通
し
が
得
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
華
南
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
・
古
賀
両
氏
に
よ
り
、

@
 

そ
の
農
業
形
態
に
お
け
る
栢
・
褒
二
毛
作
成
立
の
一可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
十
分
の
普
及
は
南
宋
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と

品85
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み
ら
れ
る
か
加
、
未
だ
嘗
時
に
あ
う
て
は
、
秋
期
に
お
け
る
、
主
穀
た
る
稲
の
徴
科
を
一
般
と
し
た
も
の
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。

以
上
に
よ
っ
て
、
雨
税
法
下
に
お
け
る
餅
斗
徴
科
の
普
遍
的
存
在
と
、
そ
れ
が
両
税
の
正
規
課
税
と
し
て
、
見
苗
田
畝
上
に
一
定
税
率
を
以

て
賦
課
せ
ら
れ
た
こ
と
、
及
び
徴
科
せ
ら
れ
る
餅
斗
は
、
上
供
・
留
使

・
留
州
分
に
三
分
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
更
に
は
、

か
か
る
餅

斗
の
徴
科
は
、

田
畝
へ
の
夏
秋
苗
の
作
付
に
割
腹
し
夏
秋
の
二
期
に
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
お
お
む
ね
華
北
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
華
南
に
あ

つ
て
は
、
秋
期
に
お
け
る
稲
の
徴
科
を

一
般
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
の
諸
貼
を
ほ
ぼ
論
じ
え
た
と
思
わ
れ
る
。

⑮
 

た
と
え
ば
、
徳
宗
の
貞
元
二
年
(
犬
。
正
月
の
詔
に
、

と
こ
ろ
で
、

天
下
の
爾
税
銭
は
、
本
州
に
委
ね
官
典
を
操
棚
押
し
て
上
都
に
迭
ら
し
む
。
其
の
賂
に
定
む
べ
き
色
目
・
程
限

・
脚
債
の
銭
物
は
、
度
支
に
委
ね
係
流
間
奏
せ

し
む
。

の
雨
税
銭
と
は
、
餅
斗
の
徴
科
を
含
む
雨
税
そ
の
も
の
の
表
記
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、

日
野
氏
の
所
論
に
従
え
ば
、
こ

田
苗
水
損
に
際
し
税
米
の
減
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な
ど
と
み
え
る
よ
う
に
、
嘗
時
の
諸
記
事
中
に
は
、
多
く
南
税
銭
(
夏
税
銭
・
秋
税
銭
)
の
語
が
現
れ
て
い
る
。

菟
を
の
ベ
た
、
既
引
の
貞
元
八
年
十
二
月
の
詔
の
後
績
の
部
分
に
は
、

其
の
雨
税
銭
は
、
所
司
沓
例
に
準
じ
て
成
分
せ
よ
。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
税
米
す
な
わ
ち
餅
斗
の
徴
科
と
雨
税
銭
と
は
、
全
く
別
個
の
課
税
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
事
例

は
、
買
は
、
嘗
時
史
料
中
に
頻
見
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
以
下
に
そ
の
数
例
を
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

@
 

憲
宗
元
和
元
年

(
6
6
1
正
月
の
改
元
元
和
の
赦
文
に
は
、

(
前
略
〉
京
畿
の
諮
問
脚
、
今
年
の
十
二
月
(
十
二
月
一
一
一
字
、
青
の
議
)
苗
銭
及
び
権
酒
銭
は
、
並
び
に
宜
し
く
放
菟
す
ベ
し
。
地
税
は
率
し
て
毎
斗
二
升
を

量
放
す
。
准
江
荊
裏
等
十
州
(
道
?
)
管
内
、
水
早
あ
り
て
損
す
る
所
の
四
十
七
州
は
、
米
六
十
高
石

・
〔
秋
〕
税
銭
六
十
蔦
貫
を
減
放
す
。
云
々
。

@

@
 

と
あ
り
、
京
畿
の
諸
鯨
に
封
し
、
今
年
の
青
苗
銭
及
び
椎
酒
銭
を
放
菟
し
、
地
税
す
な
わ
ち
商
税
と
し
て
徴
科
す
る
餅
斗
に
つ
い
て
は
、
毎
斗

水
皐
所
損
の
四
十
七
州
に
劃
し
て
は
、
前
年
の
秋
税
の
米
六
十
高
石
及
び
秋
税
銭
六
十
寓
貫
を
滅
放
す

二
升
を
滅
放
す
る
と
み
え
、

績
い
て
、
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る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
宗
の
太
和
三
年
(
八
二
九
〉

十
一

月
、
南
郊
の
赦
文
に
は
、

(
前
略
)
河
南
の
諸
鎖
、
何
歳
兵
荒
あ
り
て
、
百
姓
困
窮
す
。
宜
し
く
錨
菟
有
る
ベ
し
。
其
の
郡

・
曹

・
襟
・
滋

・
背

・
交

・
海
、
及
び
槍
徳
管
内
の
斉
州

の
明
年
の
夏
税
銭
は
、
毎
寅
二
百
文
を
放
っ
。
其
の
税
子
は
毎
畝
十
分
じ
て
二
分
を
放
っ
。
云
々
。

と
あ
っ
て
吋
河
南
の
諸
州
に
掛
し
、
明
年
の
夏
税
銭
を
毎
貫
二
百
文
減
菟
す
る
ほ
か
、
明
年
夏
の
税
子
を
毎
畝
十
分
の
二
放
つ
と
み
え
る
。
こ

@
 

の
税
子
の
語
は
、
後
例
の
苗
子
等
の
語
と
同
じ
く
、
回
畝
上
よ
り
徴
科
す
る
餅
斗
を
指
稿
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
宣
宗
の
大
中
五
年
(
八
五
一
)

@
 

四
月
の
徳
音
に
は
、

(
前
略
)
用
兵
自
り
己
来
、
京
畿
と
膨
坊

・
郷
寧
爾
道
の
接
界
、
及
び
嘗
路
の
諸
鯨
は
、
差
役
繁
併
に
し
て
、
物
力
凋
残
す
。
若
し
優
持
無
く
ん
ば
、
必
ず

存
立
し
難
し
。
其
の
今
年
季
夏
の
税
銭
及
び
青
苗
銭
は
、
毎
貫
三
百
文
を
量
放
す
。
其
の
削
附
叫
は
一
宇
を
量
放
す
。
云
々
。

と
あ
り
、
夏
税
銭
及
び
夏
の
青
苗
銭
の
ほ
か
、
餅
斗
に
つ
い
て
は
一
宇
を
量
放
す
る
と
い
い
、

@
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文
に
は
、

ま
た
、
菰
宗
の
威
通
七
年
(
八
六
六
)
十
一
月
の
赦
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(
前
略
)
河
南
及
び
同

・
華
・
侠
・
彼
等
の
州
、
鰻
卑
醐
に
遭
い
て
田
苗
を
食
損
し
、
奏
報
最
も
甚
し
。
合
に
放
免
す
べ
き
本
色
の
苗
子
を
除
く
の
外
、
品
川
お

本
戸
の
税
銭
上
に
於
て
、
毎
貫
三
百
文
を
量
放
す
。
如
し
今
年
の
秋
税
己
に
納
め
た
れ
ば
、
即
ち
来
年
の
夏
税
を
放
っ
。
一云々

。・

と
あ

っ
て
、
こ
こ
に
は
、
瞳
害
に
よ
る
田
苗
食
損
に
際
し
、

回
畝
よ
り
の
餅
斗
の
徴
科
を
菟
ず
る
ほ
か
、
更
に
本
戸
の
税
銭
上
に
お
い
て
毎
貫

三
百
文
を
減
菟
す
る
と
み
え
て
い
る
。

右
の
諸
記
事
は
、
何
れ
も
、
餅
斗
と
雨
税
銭
が
別
個
の
課
税
と
し
て
嘗
時
史
料
に
現
れ
る
事
例
の

一
端
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ

@
 

ら
と
は
別
に
、
憲
宗
の
元
和
十
年
(
八
一
五
〉
一
二
月
に
な
さ
れ
た
京
兆
府
の
上
奏
に
は
、
百
姓
の
両
税
及
び
諸
色
遁
懸
の
鏑
放
に
つ
い
て
、

伏
し
て
請
う
ら
く
は
、
毎
寅

・
毎
石
内
、
数
を
分
っ
て
放
菟
し
、
輸
納
己
に
皐
る
者
は
、
数
に
准
じ
て
来
年
の
租
税
を
折
羽
見
せ
し
め
ん
。
云
々
。

と
奏
請
し
た
こ
と
が
み
え
、
こ
こ
に
、

初

課
徴
が
、
本
来
、
貫
石
南
敷
、

「
毎
貫

・
毎
石
内
、
数
を
分
っ
て
放
克
」
す
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

」
れ
は
税
戸
に
謝
す
る
両
税

す
な
わ
ち
銭
と
餅
斗
の
商
者
に
よ
っ
て
別
個
に
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
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る
。
従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
嘗
時
の
史
料
に
多
く
「
嘗
賦
の
銭
米
」
・
「
雨
税
銭
米
」
等
と
み
え
る
も
の
は
、

さ
れ
る
雨
税
銭
と
餅
斗
の
間
者
を
指
稿
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

何
れ
も
雨
税
と
し
て
徴
科

す
な
わ
ち
、
以
上
の
諸
例
か
ら
み
て
、
南
税
銭
は
、
雨
税
課
徴
そ
の
も
の
の
稀
謂
で
は
な
く
、
雨
税
課
徴
の
う
ち
、
餅
斗
徴
科
分
を
除
い
た

銭
額
賦
課
部
分
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
雨
税
課
徴
が
、
剤
斗
と
雨
税
銭
の
両
者
に
よ
っ
て
別
個
に
賦

課
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
野
氏
は
、
餅
斗
の
徴
科
を
、

い
う
こ
と
に
な
る
が
〉
の
折
徴
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
更
に
二
つ
の
側
面
か
ら
検
討
し
、
南
税
課
徴

車
税
、
銭
数
・
銭
納
原
則
に
た
っ
雨
税
(
す
な
わ
ち
雨
税
銭
と

上
に
お
け
る
徴
科
の
質
践
を
論
明
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
衣
節
で
は
、
嘗
時
の
史
料
に
雨
税
の
折
徴
と
し
て
現
れ
る
餅
斗
の
徴
科
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

雨
税
鎮
の
折
雑
に
つ
い
て
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徳
宗
の
貞
元
二
年
(
七
八
六
)
十
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

(
貞
元
〉
二
年
十
月
、
度
支
奏
す
ら
く
、
京
兆

・
河
南
・
河
中
・
向
・
華
・
快
・
貌
-
Z
日
・
絡
・
郎

・
坊
・
丹
・
延
等
の
州
府
、
秋
夏
の
雨
税

・
青
苗
等
の

銭
物
は
、
悉
く
莱
婆
を
折
砲
し
、
所
在
に
儲
積
し
て
、
以
て
軍
食
に
備
え
ん
。
京
兆
府
は
粂
ね
て
銭
を
給
し
て
牧
絡
し
、
毎
斗
時
債
の
外
に
於
て
更
に
十
銭

を
加
え
、
太
倉
に
納
め
し
め
ん
、
と
。
詔
し
て
其
の
奏
を
可
と
し
、
走
れ
自
り
毎
歳
之
を
行
い
、
以
て
軍
園
を
贈
ら
し
む
。

と
あ
り
、

度
支
が
奏
し
て
、
京
兆
府
以
下
、
関
内
・
河
南
・
河
東
の
一
部
諸
府
州
に
つ
い
て
は
、
秋
夏
の
雨
税

・
青
苗
等
の
銭
物
を
悉
く
粟
褒

で
折
雑
し
、
所
在
に
儲
積
し
て
軍
食
に
備
え
、

な
お
京
兆
府
に
お
い
て
は

更
に
時
慣
に
毎
斗
十
銭
を
加
え
た
優
能
債
を
以
て
和
殺
を
行
な

ぃ
、
こ

の
分
は
太
倉
に
貯
納
せ
し
め
ん
と
請
い
、
こ
れ
を
可
と
し
て
以
後
毎
歳
こ
れ
を
行
な
っ
て
軍
園
を
賠
ら
す
こ
と
に
し
た
と
み
え
る
。
こ

こ
に
雨
税
の
銭
物
と
あ
る
物
と
は
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
雨
税
鎮
の
折
納
と
し
て
徴
取
さ
れ
る
布
吊
等
を
謂
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
、

夏
駄
の
雨
税
強
及
び
背
苗
銭
を
一
切
莱
褒
で
折
納
せ
し
め
、
こ
れ
を
毎
歳
の
通
例
と
な
す
等
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

つい
て
、
そ
の
白



的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
所
在
に
儲
積
し
て
軍
食
に
備
え
る
貼
に
あ
っ
た
。
縫
い
て
、
同
年
十
一
月
の
同
じ
度
支
の
掃
に
は
、

其
年
(
貞
元
二
年
〉
十
一
月
、
度
支
奏
す
ら
く
、
誘
う
ら
く
は
京
兆
府
に
於
て
明
年
の
夏
税
銭
二
十
二
高
四
千
貫
文
を
折
し
、
叉
請
う
ら
く
は
度
支
よ
り
銭

を
給
し
て
、
添
し
て
四
十
寓
貫
と
成
し
、
京
兆
府
を
し
て
今
年
内
に
粟
婆
五
十
寓
石
を
政
調
柚
せ
し
め
、
以
て
軍
倉
(
食
〉
に
備
え
ん
、
と
。
詔
し
て
之
に
従

た
門
ノ
。

と
み
え
、
京
兆
府
に
闘
し
、
明
年
の
夏
税
銭
二
十
二
寓
四
千
貫
を
預
折
し
、
更
に
度
支
よ
り
十
七
高
六
千
貫
を
給
し
て
、

今
年
内
に
粟
褒
五
十

省
内
石
を
羅
せ
し
め
、
軍
食
に
備
え
る
こ
と
に
し
た
と
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
折
羅
〈
餅
斗
に
よ
る
折
徴
)
を
う
た
わ
れ
て
い
る
両
税
銭
は
、
明
ら
か
に
銭
で
徴
科
さ
れ
る
た
て
ま
え
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
雨
税
と
し
て
の
餅
斗
の
徴
科
は
、
南
税
課
徴
そ
れ
自
鐙
の
う
ち
に
含
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

南
税
銭
は
、
両
税
課
徴
の
う
ち
、
こ
の
餅
斗
徴
科
分
を
除
く
銭
額
賦
課
部
分
で
あ
る
と
の
見
方
に
た
て
ば
、
両
税
銭
の
折
濯
が
す
な
わ
ち
雨
税

と
し
て
の
餅
斗
の
徴
科
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
関
係
は
も
と
よ
り
成
立
し
な
い
。
い
ま
し
ば
ら
く
、
折
謬
に
閲
す
る
そ
の
後
の
諸
記
事
を
参

照
し
て
み
よ
う
。
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翌
、
貞
元
三
年
(
七
八
七
〉
閏
五
月
に
な
さ
れ
た
度
支
の
奏
に
は
、

(
貞
元
)
=
一
年
閏
五
月
、
度
支
奏
す
ら
く
、
河
南
・
河
中
府
、
及
び
同
・
華
・
菅
・
絡
・
険
・
貌
・
郎
・
坊
・
丹
・
延
等
の
州
、
今
年
の
夏
税
の
各
ミ
迭
上

都
、
及
び
留
州
・
留
都
府
の
銭
八
十
一
一
角
貫
は
、
請
う
ら
く
は
量
り
て
三
十
高
寅
を
取
り
、
豆
委
等
を
折
絡
し
て
貯
納
せ
し
め
、
・
の
お
和
羅
使
・
兵
部
郎
中

銚
南
仲
に
委
ね
て
勾
賞
せ
し
め
ん
、
と
。
之
に
従
う
。

と
あ
っ
て
、
河
南
府
以
下
の
諸
府
州
に
劃
し
、
今
年
の
夏
税
銭
八
十
一
蔦
貫
の
う
ち
、
三
十
寓
貫
分
を
亙
褒
等
で
折
絡
し
て
貯
納
せ
し
め
、
こ

れ
を
和
雑
使
が
勾
賞
す
る
と
み
え
て
い
る
。
す
で
に
前
年
中
、
今
年
度
の
夏
税
銭
二
十
二
高
四
千
貫
分
を
預
折
し
て
い
る
京
兆
府
を
除
け
ば
、

こ
れ
ら
の
府
州
は
、
前
年
十
月
に
以
後
毎
歳
両
税
銭
等
を
粟
褒
で
折
濯
す
る
こ
と
と
し
た
は
ず
の
地
域
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
、
夏
税

銭
八
十
一
高
貫
の
う
ち
、
三
ム
l

高
貫
を
折
羅
す
る
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
し
て
、
折
絡
は
要
す
る
に
臨
機
の
制
で
あ
っ
て
、
南
税
銭
額
の
う
ち
の
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一
定
額
が
恒
常
的
に
倒
斗
で
折
徴
さ
れ
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
場
合
、
特
に
和
濯
使
が
勾
嘗
し、

貯
納
せ
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
貼
か
ら
の
み
み
て
も
、
州
牒
に
お
け
る
通
常
の
餅
斗
徴
科
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
蓋
然
性
が

古向い
。

@
 

こ
の
後
、

憲
宗
の
元
和
六
年

(八一一)
十
月
戊
寅
の
制
に
は
、
京
兆
府
の
折
縫
に
開
し
、

(
前
略
)
比
ご
ろ
毎
に
折
縫
せ
し
む
る
は
、
本
と
使
人
を
以
て
意
と
箆
す

P

今
回
殺
の
牧
む
る
所
、
其
の
数
既
に
少
し
。
必
ず
恐
ら
く
は
徴
納
の
後
、
種
食

充
た
ざ
ら
ん
。
其
の
京
兆
府
、
宜
し
く
今
年
配
す
る
所
の
折
綿
の
菜
二
十
五
高
石
を
放
つ
ベ
し
。
如
し
百
姓
莱
有
り
て
、
折
納
を
惰
願
す
れ
ば
、
即
ち
時
債

の
外
に
於
て
、
特
に
叫
眼
鏡
を
加
え
て
輿
納
せ
し
め
、
の
お
幹
回
廊
を
し
て
枚
貯
し、

度
支
に
委
ね
て
逐
便
支
用
せ
し
む
。
云
々
。

と
み
え
、
折
絡
は
本
と
便
人
を
以
て
意
と
策
し
た
も
の
で
あ
り
、

今
駄
の
倒
斗
の
牧
穫
は
そ
の
数
が
少
い
の
で
、
京
兆
府
に
今
年
配
課
し
た
折

鰹
の
粟
二
十
五
高
石
を
放
克
す
る
、
等
の
内
容
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
面
に
よ
る
と
、
こ
の
こ
ろ
京
兆
府
に
お
い
て
は
、
毎
年
折
擢
が

行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
「
今
年
配
す
る
所
の
折
縫
の
粟
二
十
五
高
石
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
奮
唐
古
一
日
巻

一
五
・

憲
宗

本
紀
、
及
び
文
苑
英
華
巻
四
三
五
・
翰
林
制
詔
二
ハ
・
徳
音
二
の
候
所
載
の
「
賑
貸
京
畿
徳
音
」
で
は
、
「
毎
年
配
す
る
所
の
云
々
」
と
記
し
、

こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
京
兆
府
で
は
、
こ
の
こ
ろ
毎
年
折
纏
す
べ
き
栗
の
課
額
が
た
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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た
だ
、
注
意
す
べ
き

は
、
こ
こ
で
放
菟
す
る
と
い
う
の
は
、
単
に
折
曜
を
解
除
す
る
こ
と
の
み
を
指
し
、

そ
の
後
文
に
、
粟
に
よ
る
折
納
を
情
願
す
れ
ば
云
々
と
あ

る
よ
う
に
、
輸
税
そ
の
も
の
が
兎
ぜ
ら
れ
た
詳
で
は
な
い
貼
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
京
兆
府
等
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
織
績
的
に
一
定
の
折
縫
額

が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
折
徴
さ
れ
る
削
斗
は
、
あ
く
ま
で
税
銭
の
額
面
に
劃
す
る
折
徴
で
あ
り
、

」
れ
が
固
有
的
な
回

税
と
し
て
輔
化
し
て
い
る
詳
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

@
 

こ
の
二
年
後
の
元
和
八
年
(
八
一
=一)
九
月
に
な
さ
れ
た
権
剣
度
支
王
紹
の
奏
請
を
み
る
と
、

(
元
和
)
八
年
九
月
笑
丑
、
構
判
度
支
・
兵
部
向
書
王
紹
奏
す
ら
く
、
請
う
ら
く
は
粟
を
折
綴
せ
し
む
る
こ
と
、
京
兆
府
は
二
十
五
高
石
、
同
州
は
五
市
内

石
、
華
州
は
三
磁
石
、
挟
州
は
五
高
石
、
税
州
は
三
官
同
石
、
河
中
府
は
三
官
同
石
、
絡
州
は
二
高
石
、
河
南
府
は
六
高
石
、
河
陽
節
度
管
内
は
十
磁
石
と
し
、



奮
に
準
じ
て
仰
お
各
ミ
本
州
慮
の
中
旬
の
時
佑
に
於
て
、
毎
民
五
の
一
を
加
健
闘
し
、
京
兆
府
は
量
り
て
五
の
二
を
加
え
、
嘗
府
の
秋
税
・
青
苗
銭
を
以
て
折

納
せ
し
め
、
品
川
お
戸
部
に
委
ね
、
折
佑
せ
ざ
る
の
疋
段
を
以
て
数
に
擦
り
て
倶
還
せ
し
め
ん
、
と
。
之
に
従
う
c

と
あ
っ
て
、
こ
の
年
秋
の
秋
税
銭
及
び
青
苗
銭
徴
科
に
つ
い
て
、
京
兆
府
の
二
十
五
高
石
以
下
、
各
府
州
の
折
摺
す
べ
き
粟
高
を
定
め
、
そ
の

折
徴
に
際
す
る
銭
数
と
の
折
算
に
お
い
て
は
、
奮
に
準
じ
、
嘗
慮
の
中
旬
の
時
債
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
に
二
割
な
い
し
四
割
(
京
兆
府
〉
の

優
鏡
を
加
う
べ
き
こ
と
、
及
び
折
擢
分
に
ふ
り
か
え
た
税
銭
数
は
、
戸
部
よ
り
そ
の
額
に
み
あ
う
時
債
許
債
の
布
吊
を
支
給
し
て
補
填
せ
し
む

る
こ
と
、
等
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
司
て
、
ま
ず
折
擢
の
折
算
が
餅
斗
の
時
債
を
も
と
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
も
し
、

か
か
る
折
耀
の
餅
斗
が
田
畝
よ
り
雨
税
と
し
て
徴
科
さ
れ
る
餅
斗
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
毎
畝
の
税
率
は
、
時
債
の
費
動
、

加
鏡
卒
等
に
よ
り
、
絶
え
ず
獲
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
戸
部
よ
り
の
布
南
支
給
は
、
こ
の
折
擢
さ
れ
る
餅
斗
が
中
央
財
司
の

牧

管

に

か

か

る

こ

と

を

示

し

、

穆

宗

の

長

慶

四

年

@
 

(
八
=
回
〉
八
月
の
詔
に
は
、

府
州
の
経
常
的
餅
斗
は
、

」
れ
と
別
途
に
徴
科
さ
れ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
す
ら
く
、
関
内
及
び
閥
東
に
於
て
、
莱
一
百
五
十
高
石
を
折
纏
・
〔
和
穏
〕
し
、
用
っ
て
綴
歎
に
備
え
し
む
。
英
の
和
絡
の
償
は
、
戸
部
の
銭
を
以
て
充

て
、
牧
貯
皐
る
の
日
は
、
の
お
戸
部
の
管
繋
に
委
ね
、
尋
嘗
支
用
す
る
を
得
ず
。
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と
み
え
、
こ
の
時
、
関
内
・
関
東
に
於
て
粟
百
五
十
寓
石
を
折
擢
・
和
擢
せ
し
む
る
こ
と
と
し
た
が
、

」
れ
は
戸
部
の
牧
管
に
か
か
り
、
一
尋

常
の
支
用
を
許
さ
ず
、
専
ら
畿
歎
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

最
後
に
も
う
一
例
、
文
宗
の
開
成
元
年
(
八
美
)
に
な
さ
れ
た
度
支
の
為
を
み
て
お
き
た
い
。

(
開
成
元
年
)
二
月
、
度
支
奏
す
ら
く
、
毎
年
諸
司
弁
び
に
畿
内
の
諸
鎖
に
供
す
る
軍
糧
等
、
計
り
て
粟
萎
一
百
六
十
徐
高
石
は
、
約
す
る
に
銭
九
十
六
高
六

千
徐
貫
を
以
て
之
を
耀
す
。
畿
内
の
百
姓
、
毎
年
納
む
る
雨
税
の
見
銭
五
十
蔦
貫
は
、
約
す
る
に
粟
萎
二
百
徐
高
貫
(
石
?
)
を
以
て
之
を
緩
す
。
是
れ
度

支
綴
す
る
に
六
十
を
以
て
し
、
而
る
に
百
姓
薙
(
鰹
〉
す
る
に
二
十
五
を
以
て
す
る
な
り
。
曲
反
人
賎
纏
す
れ
ば
、
利
商
徒
に
蹄
し
、
度
支
貴
闘
雑
(
線
?
〉
す

れ
ば
、
賄
斡
吏
に
行
わ
る
。
今
請
う
ら
く
は
、
度
支
の
貴
闘
植
の
銭
五
十
高
貫
を
以
て
京
兆
府
に
迭
り
、
百
姓
一
年
の
雨
澗

(
税
)
に
充
て
、

二
十
三
豚
に
勤

し
て
、
婚
に
代
え
て
粟
八
十
高
石
・
小
婆
二
十
寓
石
を
輪
せ
し
め
、
度
支
の
諸
色
軍
糧
に
充
つ
れ
ば
、
則
ち
開
成
三
(
二
?
)
年
以
後
は
、
毎
歳
百
姓
の
一
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宇
の
挽
ハ
税
〉
銭
を
放
ち
、
叉
度
支
の
銭
一
十
蔦
貫
を
省
く
に
似
た
り
。
云
々
。

趣
旨
は
、
毎
年
度
支
が
諸
司
並
び
に
畿
内
の
諸
鋲
に
支
給
す
る
た
め
牧
耀
し
て
い
る
粟
萎
は
百
六
十
絵
高
石
で
あ
っ
て
、
度
支
は
そ
の
牧
纏
の

代
慣
に
銭
九
十
六
蔦
六
千
絵
貫
を
支
出
し
て
い
る
。

一
方
、
京
兆
府
の
百
姓
は
、

毎
年
雨
税
の
見
銭
と
し
て
京
兆
府
に
見
銭
五
十
高
貫
を
納
入

し
て
い
る
が
、
こ
の
五
十
高
貫
の
見
銭
を
入
手
す
る
た
め
粟
要
二
百
絵
寓
石
を
貰
却
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
度
支
は
毎
斗
六
十
銭
の
貴
債
で
餅

斗
を
牧
摺
し
、
京
兆
府
の
百
姓
は
毎
斗
二
十
五
銭
と
い
う
賎
債
で
餅
斗
を
買
却
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
商
人

・
貧
吏
を
し
て
徒
ら
に
盆
せ
し
む

そ
こ
で
今
後
、
度
支
は
牧
耀
の
た
め
従
来
支
出
し
て
い
る
銭
九
十
六
高
六
千
蝕
貫
の
う
ち
、

る
結
果
を
招
い
て
い
る
。

五
十
寓
貫
を
京
兆
府
に

給
し
て
、
京
兆
府
が
百
姓
か
ら
徴
納
す
べ
き
見
銭
に
充
て
、
京
兆
府
は
、
百
姓
に
五
十
高
貫
の
見
銭
の
代
り
に
、

粟
八
十
高
石

・
要
二
十
高
石

を
納
め
し
め
て
こ
れ
を
度
支
に
償
還
し
、
度
支
は
こ
の
粟
褒
百
高
石
を
牧
擢
す
べ
き
餅
斗
数
に
充
填
す
る
。

」
う
す
れ
ば
京
兆
府
の
百
姓
は
、

今
ま
で
雨
税
見
鎮
の
輪
税
に
粟
褒
二
百
高
石
を
要
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
牢
数
の
百
高
石
で
済
み
、

ま
た
度
支
は

不
足
の
六
十
高
石
の
牧
擢
に
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三
十
六
寓
貫
を
支
出
し
て
も
、
従
来
よ
り
十
寓
齢
貫
少
い
計
八
十
六
寓
貫
で
百
六
十
高
石
の
餅
斗
を
調
達
で
き
、

公
私
と
も
に
利
す
る
こ
と
に

な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
記
事
内
容
で
も

っ
と
も
注
目
さ
る
べ
き
は
、
こ
の
こ
ろ
京
兆
府
に
お
い
て
、
雨
税
の
見
銭
と
し
て
現
に
五
十
蔦
貫
の
見
銭
が
徴

納
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
買
で
あ
る
。

従
来
見
銭
で
徴
納
し
て
い
た
こ
の
京
兆
府
の
雨
税
銭
五
十
蔦
貫

を
、
卒
均
毎
斗
五
十
文
の
折
算
に
よ
り
粟
奏
で
折
擢
せ
し
め
る
と
い
う
に
等
し
い
。
先
に
み
た
憲
宗
の
元
和
年
間
の
記
事
で
は
、
京
兆
府
等
に

こ
の
こ
ろ
京
兆
府
に
お

そ
し
て
度
支
の
い
う
と
こ
ろ
は

い
て
は
、

一
定
の
課
額
の
下
に
や
や
常
年
的
折
摺
が
行
な
わ
れ
た
形
跡
も
存
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

か
か
る
雨
税
銭
の
折
擢
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
従

っ
て
、
も
し
雨
税
と
し
て
の
餅
斗
の
徴
科
が
雨

お
い
て

税
銭
の
折
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
京
兆
府
で
は
餅
斗
の
徴
科
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

@
 

と
よ
り
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
餅
斗
徴
科
が
、
雨
税
鎮
の
折
徴
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
有
力
な
誼
左

日
野
氏
は
、
農
戸
の
雨
税
は
事
買
上
の
回
税
を
な
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、

」
の
よ
う
な
事
態
は
、
も

を
な
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
記
事
は
明
ら
か
に
そ
の
反
誼
を
な



す。
以
上
を
要
す
る
に
、
嘗
時
の
史
料
に
現
れ
る
折
摺
、
す
な
わ
ち
餅
斗
の
折
徴
は
、
南
税
銭
を
主
穫
に
、
間
ミ
室
内
苗
銭
を
も
含
み
、
そ
の
徴
科

@
 

を
餅
斗
で
折
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
木
来
は
臨
時
的
に
、
そ
の
目
途
と
す
る
と
こ
ろ
も
、
お
お
む
ね
後
年
へ
の
穀
糧
貯
備
等
に
存
し
、
こ

の
貼
、
和
摺
と
極
め
て
類
似
の
性
格
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
雨
税
と
し
て
直
接
田
畝
よ
り
徴
科
さ
れ
る
餅
斗
と
は
、
自
ず
か
ら
異
質
の
存
在

で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

南
税
鎮
の
折
納
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、

一
般
に
雨
税
銭
の
折
納
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

は
じ
め
に
、
宰
相
袈
培
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
、
憲
宗
元
和
四
年
(
八
完
)
の
税
制
改
革
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
そ
の
内
容
は
、
同
年

@
 

二
月
の
度
支
の
奏
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
そ
こ
に
は
、

憲
宗
元
和
四
年
二
月
、
度
支
奏
す
ら
く
、
諸
州
府
の
態
に
上
供
す
べ
き
受
(
爾
〉
税
疋
段
、
及
び
留
使

・
留
州
銭
物
等
は
、
毎
年
疋
段
の
佑
償
梢
己
資
き

に
、
其
の
留
使

・
留
州
銭
は
、
即
ち
聞
く
、
多
く
是
れ
見
鎗
を
徴
納
し
、
及
び
債
を
賎
く
し
て
疋
段
を
折
納
せ
し
む
と
。
既
に
時
間
一
に
非
ず
、
疲
人
を
損
す

る
有
り
。
云
云
。
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と
あ
っ
て
、
諸
州
府
が
上
供
す
べ
き
雨
税
疋
段
、
及
び
留
使
・
留
州
銭
物
等
は
、
毎
年
布
吊
の
債
が
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
う
ち

留
使
・
留
州
銭
は
、
布
由
巾
に
よ
る
折
納
を
許
さ
ず
専
ら
見
銭
を
選
索
し
、
或
は
そ
の
債
を
低
く
評
定
し
て
多
量
の
布
掃
を
折
納
せ
し
め
る
等
の

こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
み
え
る
。
そ
し
て
緩
く
奏
文
に
は
、
こ
の
現
肢
の
改
善
と
、
あ
わ
せ
て
藩
帥
の
支
郡
に
劃
す
る
徴
税
擢
縮
小
を
企

画
し
て
、
元
和
四
年
以
後
、
州
鯨
官
の
正
料
銭
は
傘
額
の
み
を
見
銭
支
給
と
し
、
州
鯨
所
要
の
そ
の
他
の
用
銀
も
布
吊
に
よ
る
支
排
に
改
め

て
、
南
税
鎮
の
布
白
巾
徴
納
を
増
し
、
そ
の
折
納
に
際
す
る
銭
敷
と
の
折
算
は
、
上
供
分
の
布
島
と
同
じ
く
中
央
の
公
定
債
に
よ
る
べ
き
こ
と
、

及
び
、
留
使
銭
は
原
則
と
し
て
舎
府
一
州
の
奮
上
供
・
留
使
分
を
以
て
充
て
、
従
来
の
支
郡
よ
り
の
迭
使
分
は
上
供
と
す
る
こ
と
、
等
の
内
容

493 
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⑧
 

を
骨
子
と
す
る
改
革
案
が
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
同
年
五
月
の
勅
に
よ
っ
て
、
更
に
数
箇
僚
が
附
帯
せ
ら
れ
て
裁
可
さ
れ
た
。

」
れ
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
上
供
分
の
両
税
銭
は
、

中
央
公
定
の
標
準
債
に
よ
り
多
く
布
島
等
に
折
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

要
す
る

に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
税
制
上
の
問
題
貼
は
、
雨
税
銭
徴
科
に
お
け
る
見
銭
徴
納
と
布
鳥
折
納
問
題
で
あ
る
。

れ
も
な
く
銭
額
を
以
て
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
産
物
を
買
却
す
る
以
外
、
見
銭
入
手
の
方
途
を
も
た
ぬ
農
戸
の
場
合
、
穀

・
布
島

そ
の
雨
税
銭
負
携
は
質
質
的
に
増
大
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
雨
税
法
が
制
定
さ
れ
た
建
中
初
年
に
比
し
て
、
貞
元

そ
も
そ
も
雨
税
銭
は
、
紛

等
の
債
格
が
下
落
す
れ
ば
、

十
年
ご
ろ
の
物
債
は
約
二
分
の
一
、
元
和
ご
ろ
に
は
四
J
五
分
の
一
に
低
落
し
、
こ
の
貨
軽
銭
重
の
情
勢
は
、

農
戸
の
南
税
銭
負
措
を
過
重
化

@
 

し
、
農
村
疲
弊
の
要
因
を
な
し
た
。
表
泊
に
よ
る
税
制
改
革
は
、
首
時
、
園
家
と
し
て
な
お
農
戸
の
再
生
産
力
維
持
を
は
か
る
に
は
、
地
方
州

照
、
な
か
ん
づ
く
藩
帥
に
よ
る
怒
意
的
徴
科
を
禁
遁
し
、
見
銭
徴
納
額
に
一
定
枠
を
設
け
、
時
債
よ
り
も
高
く
評
定
し
た
公
定
の
標
準
債
に
よ

る
布
市
折
納
制
を
推
進
し
て
、
物
領
下
落
に
伴
う
農
戸
の
過
重
負
据
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

⑬
 

こ
の
後
、
元
和
六
年
三
一
)
二
月
の
勅
文
に
は
、
雨
税
銭
徴
科
に
闘
し、

(
前
略
〉
其
の
納
む
る
所
の
見
銭
は
、
の
お
五
分
の
中
、
量
り
て
二
分
を
徴
し
、
徐
の
三
分
は
粂
ね
て
質
佑
の
疋
段
を
納
む
る
を
許
す
。
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と
の

一
文
が
み
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
松
井
氏
は
、
「
雨
税
と
し
て
の
見
銭
の
徴
牧
は
そ
の
全
額
の
五
分
の
こ
ま
で
と
し
云
々
」
と
解
さ
れ
て
、

@
 

そ
の
説
明
に
苦
慮
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
む
し
ろ
日
野
氏
の
解
韓
が
正
し
く
、
先
に
定
め
ら
れ
た
見
銭
徴
納
分
の
う
ち
、
更
に
そ
の
六
割

@
 

ま
で
に
つ
い
て
、
質
佑
に
よ
る
布
島
折
納
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
元
和
四
年
五
月
の
勅
に
よ
り
、
銭
納

を
本
色
と
す
る
雨
税
銭
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
見
銭
徴
納
分
と
し
て
定
額
化
し
、
他
は
公
定
慣
に
よ
る
布
吊
等
の
折
納
に
よ
ら
し
め
る
こ
と

と
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
六
年
二
月
の
勅
で
は
、
そ
の
見
銭
徴
納
分
の
う
ち
の
六
割
ま
で
に
つ
い
て
更
に
布
高
折
納
を
認
め
、
た
だ
こ
の

分
の
折
納
は
、
雨
税
銭
中
の
見
銭
徴
納
分
の
折
納
故
、
特
に
見
銭
と
等
債
値
の
布
吊
徴
納
を
許
し
た
も
の
で
あ
る
。

@
 

ま
た
、
元
和
十
五
年
(八ニ
C
)

八
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
正
月
に
即
位
し
た
穆
宗
は
、
閏
正
月
十
七
日
、
臣
僚
に
勅
し
て
貨
軽
銭
重
劃

@
 

策
を
議
せ
し
め
た
と
こ
ろ
、
戸
部
品
同
書
楊
於
陵
等
は
、
群
官
の
議
を
総
べ
、
両
税
〔
銭
〕

・
権
盟
・
酒
利
等
の
税
徴
を
悉
く
布
自
問
総
綿
を
以
て



@
 

徴
納
せ
ん
等
の
こ
と
を
請
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
中
書
門
下
が
次
の
よ
う
に
奏
請
し
た
こ
と
が
み
え
る
。

(
元
和
十
五
年
)
八
月
、
中
書
門
下
奏
す
ら
く
、
(
中
略
)
伏
し
て
以
う
に
、
霊
官
の
議
す
る
所
、
事
皆
至
嘗
に
し
て
、
深
く
公
私
を
利
す
c

請
う
ら
く
は
商

量
し
て
度
支
に
付
さ
ん
。
嬢
る
に
諸
州
府
の
膝
に
徴
す
べ
き
爾
税
、
供
上
都
及
び
留
州
・
留
使
の
蓄
額
は
、
元
和
十
六
年
起
り
以
後
は
、
並
び
に
改
め
て
端

匹
斤
雨
の
物
を
配
し
て
税
額
と
篤
し
、
大
暦
以
前
の
〔
租
〕
庸
課
調
の
如
く
、
銭
を
計
り
て
其
を
し
て
折
納
せ
し
め
ず
、
人
を
し
て
定
制
を
知
り
、
供
柚
附
嘗

有
ら
し
め
ん
。
何
(
原
文
作
約
仰
、
嘗
作
仰
約
〉
お
元
和
十
五
年
徴
納
の
布
吊
等
の
佑
債
を
約
し
、
其
の
措
置
と
虚
佑
の
物
を
納
む
れ
ば
、
虚
佑
の
物
に
依
り

て
廻
計
す
る
を
輿
し
、
如
し
沓
と
質
佑
の
物
、
弁
び
に
見
銭
を
納
む
れ
ば
、
即
ち
端
匹
斤
雨
上
に
於
て
、
量
り
て
佑
債
を
加
え
て
廻
計
せ
し
め
ん
。

(
中

略
)
其
の
堕
利
・
酒
利
は
、
本
と
権
率
を
以
て
銭
を
計
る
。
雨
(
雨
一
字
、
街
)
爾
税
の
名
に
録
(
殊
)
る
有
り
。
銭
額
を
除
去
す
可
か
ら
ず
。
但
だ
奮
額

中
、
見
銭
を
納
め
し
む
る
者
有
ら
ば
、
亦
器
開
う
ら
く
は
時
佑
の
疋
段
を
折
納
せ
し
め
ん
。
云
々
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
い
う
要
旨
は
、
次
年
度
以
降
、
雨
税
〔
銭
〕
に
閲
し
て
は
、
従
来
の
税
戸
へ
の
銭
数
賦
課
を
改
め
て
、
布
吊
綿
綿
に
よ
っ

@
 

て
税
額
を
定
め
、
そ
の
銭
数
か
ら
布
鳥
敷
へ
の
廻
計
は
虚
佑
に
よ
る
べ
き
こ
と
、
及
び
盟
酒
の
権
利
に
閲
し
て
は
、
銭
額
は
慶
き
ず
、
そ
の
見

銭
徴
納
分
は
質
佑
に
よ
る
布
高
折
納
に
改
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
正
し
く
劃
期
的
な
税
制
改
革
案
と
稽
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
南
税
〔
銭
〕
徴
科
に
開
し
、
従
来
の
銭
数
配
課
を
改
め
、
端
疋

斤
雨
の
物
を
以
て
税
額
と
魚
す
と
あ
る
貼
に
注
意
し
た
い
。
餅
斗
の
徴
科
を
南
税
の
折
徴
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
日
野
氏
は
、
こ
こ
に
い
う
端
疋

斤
(
唐
曾
要
八
四
、
作
勧
)
商
の
語
に
つ
い
て
、

「
山
捕
は
布
を
、
匹
は
綾
絹
施
の
類
を
、
舶
は
穀
を
、
雨
は
紙
綿
金
銀
等
を
は
か
る
間
早
位
で
あ
る
」

@
 

(
傍
鮎
筆
者
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
端
匹
斤
雨
は
楊
於
陵
等
の
建
議
に
い
う
布
吊
総
綿
と
互
文
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
斤
雨
は

綿
綿
類
を
表
、
七
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
専
ら
布
鳥
類
を
指
稽
す
る
こ
と
は
、
こ
の
中
書
門
下
の
奏
の
後
績
の
部
分
に
、
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其
の
土
綜
臓
に
乏
し
く
、
或
は
地
透
塞
な
れ
ば
、
風
俗
既
に
異
り
、
賦
入
同
じ
か
ら
ず
。
亦
諮
う
ら
く
は
商
量
し
て
所
司
の
裁
酌
に
委
ね
、
便
宜
に
随
っ
て

慮
置
せ
し
め
ん
。
云
有
。

と
み
え
、
布
吊
に
乏
し
い
地
に
つ
い
て
特
に
配
慮
を
な
し
て
い
る
貼
か
ら
も
、
十
分
推
量
し
う
る
。

ま
た
幸
い
、

495 

こ
の
中
書
門
下
案
に
射
し
て

な
さ
れ
た
元
積
等
の
奏
議
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
需
を
更
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
氏
長
慶
集
巻
三
六
、
「
中
書
省
議
賦
税
及
鐸
銭
等
朕
」
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(
前
略
)
伏
し
て
以
う
に
、
雨
税
の
見
銭
を
納
め
さ
る
は
、
百
姓
誠
に
穏
便
と
魚
す
も
、
或
は
土
宜
等
し
か
ら
ざ
る
を
慮
り
、
恐
ら
く
は
須
ら
く
更
に
商
量

有
る
べ
し
。
請
う
ら
く
は
天
下
の
州
豚
に
令
し
、
山
野
渓
洞
有
り
て
布
由
m
紙
綿
無
き
の
庭
は
、
九
穀
百
貨
一
物
己
上
、
但
て
本
庭
の
交
易
用
度
に
堪
う
る
者

を
以
て
、
並
び
に
折
納
す
る
を
許
し
、
便
ち
留
州
・
留
使
の
銭
数
に
充
つ
る
を
得
せ
し
め
ん
。
云
々
。

と
あ
り
、
元
棋
等
は

中
書
門
下
案
に
い
う
布
吊
綿
綿
の
み
で
は
不
都
合
の
生
ず
る
地
域
も
存
す
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
慮
で
は
、
九
穀
百

貨
、
何
に
し
て
も
本
慮
の
交
易
用
度
に
堪
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
折
納
を
許
し
、
そ
れ
は
留
使

・
留
州
分
に
充
て
し
め
れ
ば
良
い
、
と
の
べ
て
お

り
、
中
書
門
下
の
い
う
端
匹
斤
雨
の
物
が
、
布
用
紙
綿
等
を
謂
い
、
餅
斗
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

楊
於
陵
等
の
建
議
、
及
び
中
書
門
下
の
改
革
案
で
は
、
両
税
を
文
字
通
り
布
自
称
綿
類
で
徴
納
し
、
或
は
税
額
自
鐙
を
こ
れ
に

よ
っ
て
定
め
よ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
改
革
案
に
い
う
雨
税
と
は
、
専
ら
限
定
的
に
南
税
銭
を
指
稿

@
 

し
、
通
常
的
な
創
斗
の
徴
科
は
、
こ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
白
か
ら
了
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。@

 

き
て
、
こ
れ
ら
元
和
末
年
の
論
議
に
も
と
づ
く
税
制
上
の
改
革
は
、
賀
際
、
翌
長
慶
元
年
(
八
一
一
一
)
正
月
三
日
の
赦
文
に
よ
っ
て
護
令
さ
れ
た
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が
、
そ
こ
に
は
た
だ
、

(
前
略
)
天
下
の
州
豚
、
礁
に
徴
科
す
べ
き
爾
税
・
椎
酒
銭
の
内
、
欝
額
須
ら
く
見
銭
数
を
納
む
べ
き
者
は
、
並
び
に
百
姓
に
任
せ
、
有
す
る
所
の
疋
段
及

び
似
到
に
随
い
、
骨
田
腐
の
時
債
に
依
り
て
迭
納
せ
し
め
、
見
銭
を
滋
索
す
る
を
得
ず
。
度
支

・
堕
鍬
・
戸
部
の
態
に
納
む
べ
き
茶
税
及
び
諸
色
の
見
銭
と
綴

堕
債
の
中
、
蓄
額
須
ら
く
見
銭
数
を
得
、
ベ
き
者
も
、
亦
時
佑
の
疋
段
及
び
制
川
副
町
を
納
む
る
を
興
す
。
其
の
軽
貸
(
貨
)
は
郎
ち
上
供
に
充
て
、
雑
物
は
嘗
廃

に
て
支
用
せ
し
む
。
如
し
見
銭
を
納
め
ん
こ
と
を
情
願
す
る
者
は
、
亦
穏
便
に
任
せ
、
永
く
常
式
と
矯
す
。
云
々
。

と
み
え
、
両
税
銭
徴
科
に
閲
し
て
は
、
先
の
中
書
門
下
案
を
大
幅
広
修
正
し
、
従
来
の
見
銭
徴
納
分
に
つ
い
て
の
み
、

吊
・
餅
斗
の
折
納
に
改
め
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
布
南
と
並
ん
で
餅
斗
に
よ
っ
て
も
、
迭
納
さ
せ
る
と
み
え
る
も
の
は
、

先
の
元
緩
等
の
奏
議
か
ら
推
し
て
も
、
原
則
的
に
、
布
吊
の
産
出
不
十
分
の
地
、
或
は
布
白
巾
折
納
に
際
し
端
・
匹
等
の
整
数
を
成
さ
な
い
端
数

こ
れ
を
時
債
に
よ
る
布



の
部
分
等
に
つ
い
て
、
雨
税
銭
の
餅
斗
折
納
を
認
め
た
も
の
と
解
し
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
。

こ
の
改
制
に
よ
り
、
雨
税
銭
及
び
権
税
は
、
と
も
か
く
、
一
躍
そ
の
全
額
が
折
納
制
に
移
行
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
。

に
お
け
る
銭
数
賦
課
、
及
び
、
寅
佑
に
よ
る
折
納
は
認
め
ら
れ
た
が
一
定
額
の
見
銭
徴
納
分
は
そ
の
ま
ま
存
績
さ
れ
、
長
慶
後
に
あ
っ
て
も
、

@
 

見
銭
徴
納
と
折
納
問
題
は
、
依
然
と
し
て
税
制
上
の
課
題
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
雨
税
銭
徴
科

以
上
を
要
す
る
に
、
雨
税
課
徴
上
に
お
け
る
折
納
問
題
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
専
ら
、
南
税
銭
の
折
納
と
し
て
徴
取
さ
れ
る
布
島
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
首
時
の
税
制
改
革
論
議
に
、
銭
数
賦
課
を
慶
し
て
新
た
に
布
自
の
数
を
以
て
税
額
と
な
し
、
或
は
一
切

布
南
等
に
よ
る
折
納
に
改
め
よ
と
み
え
る
も
の
は
、
南
税
銭
徴
科
の
主
瞳
が
、
元
来
見
銭
と
布
申
巾
に
存
し
、
従
っ
て
、
こ
の
雨
税
銭
の
う
ち
に

は
逼
常
的
な
餅
斗
の
徴
科
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
の
確
か
な
誼
擦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む

す

び
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以
上
の
考
察
を
逼
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
唐
代
雨
税
法
下
に
お
け
る
徴
科
の
貫
態
に
闘
し
、
お
お
よ
そ
以
下
の
諸
黙
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
う
。
ま
ず
第
一
に
、
雨
税
の
正
規
課
税
と
し
て
、
見
苗
田
畝
上
に
一
定
税
率
を
以
て
賦
課
せ
ら
れ
る
餅
斗
徴
科
の
普
遍
的
存
在

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
嘗
時
の
諸
記
事
に
は
、

か
か
る
田
畝
の
税
と
し
て
の
餅
斗
の
徴
科
と
は
別
に
、

こ
れ
と
並
列
的
課
税
を
な
す

も
の
と
し
て
、
南
税
銭
徴
科
の
質
在
が
一
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
首
時
の
史
料
に
雨
税
の
折
徴
と
し
て
現
れ
る
餅
斗
の
徴
科
は
南
税
銭

の
折
雑
で
あ
り
、
こ
の
折
擢
餅
斗
は
、
回
献
の
税
と
し
て
逼
常
的
に
徴
科
さ
れ
る
餅
斗
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
雨
者
餅
斗
の
同
一
関
係

は
成
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
第
四
に
、
雨
税
銭
は
、

遁
常
の
餅
斗
徴
科
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
み
な
し
難
い
こ
と
、

一
般
に
見
銭
と
布
烏
を
そ
の
徴
科
の
主
鐙
と
し、

こ
の
雨
税
銭
徴
科
の
う
ち
に

の
四
貼
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
貼
は
、
唐
代
税
戸
に
劃
す
る
雨
税
課
徴
が
、
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餅
斗
と
南
税
鎮
の
両
者
に
よ
り
別
個
に
賦
課
さ
れ
た
こ
と
を
結
論
せ
し
む
る
に
足
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
如
上
の
考
察
を
も
と
に
す
れ
ば
、

唐
代
南
税
法
の
課
税
瞳
系
に
欄
し
て
は
、
大
略
次
の
よ
う
に
理
解
し
え
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。



ベ
き
徴
税
額
に
一
定
の
課
額
を
設
け
、
こ
れ
を
税
戸
に
配
課
す
る
た
て
ま
え
を
な
し
た
。
こ
の
う
ち
、

雨
税
法
は
、
従
前
に
お
け
る
一
切
の
税
徴
を
夏
駄
の
二
税
に
統
括
し
、
量
出
制
入
の
原
則
に
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
州
豚
に
お
い
て
徴
科
す

ま
ず
徴
科
す
べ
き
必
要
餅
斗
数
は
、
見

、

お
お
よ
そ
華
北
に
お
い
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首
回
畝
上
に
一
定
税
率
を
以
て
賦
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
先
の
推
察
に
従
え
ば
、
か
か
る
削
斗
の
徴
科
は
、

て
は
、
田
畝
に
劃
す
る
夏
秋
菌
の
作
付
に
封
臆
す
る
夏
秋
別
の
徴
科
を
な
し
、
一
方
、
華
南
に
あ
っ
て
は
、
恐
ら
く
は
秋
期
に
お
け
る
栢
穀
徴

科
を

一
般
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
餅
斗
の
徴
科
と
は
別
に
、
見
苗
田
畝
上
に
は
青
苗
銭
が
賦
課
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
餅
斗
と
青
苗
銭
は
、

と
も
に
田
畝
の
税
と
し
て
同

一
回
畝
上
よ
り
同
時
に
徴
科
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
青
苗
銭
は
餅
斗
徴
科
に
随
徴
せ
ら
れ
る
銭
納
の
苗
税
を
な
し
た

と
い
っ
て
良
い
。

州
鯨
に
お
け
る
必
要
徴
税
数
の
う
ち
、
以
上
の
回
畝
の
税
を
除
く
も
の
は
、
夏
秋
雨
回
徴
科
の
雨
税
銭
と
し
て
、
戸
の
資
産
に
慮
じ
各
戸
に

@
 

配
課
さ
れ
た
。
こ
の
雨
税
銭
は
、
も
と
よ
り
銭
納
を
本
色
と
し
た
が
、
そ
の
徴
納
に
際
し
て
は
、
見
銭
の
ほ
か
布
鳥
類
に
よ
る
徴
科
を
主
瞳
と

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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た
だ
、
布
由
巾
の
産
出
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
く
、
か
え
っ
て
餅
斗
輪
納
に
近
便
な
関
内
及
び
そ
の
近
縁
の
華
北
の

諸
地
方
等
に
あ
っ
て
は
、
和
耀
と
並
ん
で
、
南
税
銭
の
粟
婆
に
よ
る
折
濯
も
盛
行
せ
ら
れ
た
。

@
 

以
上
は
何
れ
も
夏
秋
の
二
税
を
な
し
、
康
義
の
両
税
に
含
ま
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
嘗
時
の
史
料
に
頻
見
す
る
雨
税
外
科
徴
の
禁
は
、
一

軍
に
雨
税
と
の
み
稿
し
て
専
ら

般
に
、

か
か
る
贋
義
の
雨
税
規
定
額
以
外
の
任
意
の
徴
科
を
禁
じ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
首
時
、

限
定
的
に
雨
税
銭
を
指
稿
す
る
場
合
が
あ
り
、
雨
税
法
制
定
に
関
す
る
諸
記
事
が
、
雨
税
を
ま
ず
戸
産
劃
薩
の
銭
額
税
か
の
ご
と
く
記
述
す
る

の
は
、
南
税
法
に
お
け
る
課
税
の
中
核
が
、
な
か
で
も
南
税
銭
賦
課
に
存
し
、
雨
税
法
制
定
と
い
う
税
制
改
革
の
核
心
が
、

@
 

賦
課
上
に
具
現
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

主
と
し
て
雨
税
銭

鞠
清
遠
氏
は
、
こ
の
雨
税
法
に
お
け
る
雨
税
銭
の
徴
科
を
戸
税
、
餅
斗
の
徴
科
を
地
税
の
語
で
表
わ
さ
れ
、
雨
税
法
は
戸
・
地
二
税
に
よ
る

税
法
で
あ
り
、
背
苗
銭
は
地
税
の
附
加
税
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
従
っ
て
、
唐
代
雨
税
法
の
課
徴
様
式
に
閲
す
る
基
本
的
理
解
と



し
て
は
、
小
論
も
鞠
氏
の
所
論
と
同
様
の
解
樟
に
た
つ
も
の
で
る
る
。
た
だ
し
、
戸
・
地
二
税
の
語
に
よ
る
理
解
方
式
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

餅
斗
の
徴
科
を
地
税
と
す
る
黙
に
つ
い
て
は
、
雨
税
法
以
前
の
義
倉
用
地
税
と
の
紛
ら
わ
し
き
を
除
け
ば
特
に
異
論
は
な
い
と
し
て
も
、
戸
税

@

、

の
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
必
ず
雨
税
銭
を
指
稿
す
る
か
ど
う
か
疑
問
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、
唐
代
雨
税
法
の
課
税
睦
系
に
閲
し
て
は
、
田
畝
の
税
と
し
て
の
餅
斗
並
び
に
青
苗
銭
と
、
雨
税
銭
に
よ
り
、
こ
れ
を
夏
秋
の

二
税
と
し
て
徴
科
し
た
と
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

小
論
は
、
雨
税
法
に
お
け
る
餅
斗
の
徴
科
を
考
察
主
題
に
、
南
税
法
の
課
税
睦
系
に
闘
し
、
い
さ
さ
か
の
論
誼
を
試
み
た
も
の
に
す
、
ぎ
な

い
。
嘗
時
に
お
け
る
徴
科
の
質
態
に
関
し
て
は
、
な
お
十
分
の
考
察
を
加
う
べ
き
黙
が
多
く
、
更
に
今
後
の
検
討
を
期
し
た
い
と
思
う
。
大
方

(
一
九
七
二
・
一

O
)

の
指
数
を
願
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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註
①
鞠
清
逮
『
唐
代
財
政
史
』
(
商
務
印
書
館
、
一
九
四

O
H
第
二
章
・
雨
税

法
(
中
嶋
敏
謬
註
『
唐
代
財
政
史
』
聞
書
出
版
・
一

九
四
四
、
同
〉
、
等
参

昭
、

②
日
野
関
三
郎
氏
の
論
考
を
中
心
と
す
る
、
・
わ
が
園
に
お
け
る
雨
税
法
研

究
の
諸
業
績
に
つ
い
て
は
、
中
川
皐
「
唐
代
後
半
期
の
諸
問
題
」
(
紅
曾

経
済
史
皐
一一一一

l
一
J
五
、
一
九
六
六
〉
・
松
井
秀
一
「
雨
税
法
の
成
立

と
そ
の
展
開
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
6
』
岩
波
書
庖
・
一
九
七
て

所
牧
)
、
等
参
照
。
日
野
氏
の
い
わ
ゆ
る
六
原
則
は
、
日
野
開
三
郎
「
雨
税

法
の
基
本
的
四
原
則
」
(
法
制
史
研
究
二
、
一
九
六

O
)、
及
び
、
同
「
楊

炎
の
雨
税
法
の
見
居
原
則
と
銭
数
・
銭
納
原
則
」
(
史
淵
八
四
、
一
九
六

一
〉
、
参
照
。

③
日
野
開
三
郎
「
楊
炎
の
爾
税
法
の
見
居
原
則
と
銭
数
・
銭
納
原
則
」

(
前
掲
)
、
参
照
。

①

唐
曾
要
八
三
・
租
税
上
。

⑤

同
右
。

③

文
苑
英
華
四
三
五
・
翰
林
制
詔
二
ハ
・
徳
音
二
・
「
賑
仙
道
水
災
百
姓

勅
」
、
に
よ
る
。

⑦

唐
曾
要
八
四
・
租
税
下
、
に
よ
る
。

③

三
分
制
に
つ
い
て
は
、
日
野
開
三
郎
「
藩
鎖
時
代
の
州
税
三
分
制
に
就

い
て
L

(

史
皐
雑
誌
六
五
|
七
、
一
九
五
六
〉
・
同
「
唐
代
雨
税
の
分
収

制
H
・
口
」
(
東
洋
史
事
二
ハ
・
一
七
、
一
九
五
六
・
一
九
五
七
)
、
等
参
照
。

①

冊
府
元
亀
四
九
一
・
邦
計
部
・
錫
復
三
、
に
よ
る
。

⑬

同
右
。

⑪

元
氏
長
慶
集
三
八
・
獄
、
「
同
州
奏
均
回
」
・

4

嘗
州
京
官
及
州
豚
官
職

回
公
解
田
弁
州
使
官
回
鷹
田
等
ψ

の
係
。

⑫

古
賀
登
「
中
園
多
毛
作
農
法
の
成
立
」
〈
古
代
皐
八
l
三、
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一
九
五
九
)
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-
日
野
開
三
郎
「
雨
税
法
の
基
本
的
四
原
則
」
(
前
掲
)
、
等
参
照
。

⑬
雨
税
法
以
前
の
背
苗
銭
に
闘
し
て
は
、
拙
稿
「
雨
税
法
成
立
に
闘
す
る

一
考
察
」
〈
文
化
一
一
一六
|

一
・
二
、
一
九
七
二
)
に
言
及
し
て
あ
る
。
雨
税

法
制
定
後
も
青
苗
銭
徴
科
が
存
釧
制
さ
れ
た
こ
と
は
、
冊
府
元
勉
五

O
二
・

邦
計
部
・
卒
絡
の
係
等
所
載
、
雨
税
法
成
立
六
年
後
の
貞
元
二
年
十
月
の

詔
(
木
文
後
引
)
に
、
京
兆
府
以
下
、
閥
内

・
河
南

・
河
東
の
一
部
諸
地

方
に
劃
す
る
背
苗
銭
徴
科
、
か
み
え
る
こ
と
か
ら
ま
ず
知
ら
れ
る
。
な
お
、

雨
税
法
時
代
の
青
苗
銭
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
俊
「
唐
の
戸
税
と
背
苗
銭
と

の
閥
係
に
就
い
て
」
(
『
池
内
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
座
右
賀
刊
行

曾

・
一
九
四

O
、
所
牧
)
・

金
井
之
忠
「
唐
の
青
苗
地
頭
銭
」
(
文
化
九

|
七
、
一
九
四
一一)

・
曾
我
部
静
雄
「
唐
の
戸
税
と
地
頭
銭
と
背
苗
銭
の

本
質
」
(
文
化
一
九
|
一
、
一
九
五
五
、
の
ち
同
『
中
園
律
令
史
の
研

究
』
古
川
弘
文
館

・
一
九
七
一
、
所
牧
)
、

等
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
青
苗
銭
の
夏
秩
二
期
徴
科
に
闘
し
て
は
、
前
註
所
掲
の
従
米
の
諸
研
究

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
適
澄
と
し
て
は
、
冊
府
元
箱
四
九
一

・
邦
計
部

・

錫
復
三
の
係
等
所
載
の
長
慶
四
年
三
月
の
詔
に
、
「
京
畿
の
諮
問
脚
、
際
ゆ
る

今
年
夏
の
背
荷
銭
は
、
並
び
に
宜
し
く
放
菟
す
ベ
し
。
秩
の
青
苗
銭
、
並

び
に
河
南
府
の
夏
の
青
苗
銭
は
、
毎
貫
三
百
文
を
放
っ
。
云
々
」
と
あ
る
。

⑬

青

苗
銭
の
税
率
に
つ
い
て
。
冊
府
元
組
四
八
八
・
邦
計
部
・
賦
税
二
の

篠
崎
一
寸
に
み
え
る
貞
元
八
年
五
月
の
記
事
に
、
「
初
め
て
京
兆
の
青
苗
〔
銭
〕

畝
ご
と
に
三
銭
を
増
税
し
、
以
て
掌
閑

・
弧
騎
に
給
す
L

と
あ
り
、
同
書

・
同
僚
所
載
の
、
貞
元
十
二
年
二
月
に
な
さ
れ
た
鋭
州
刺
史
佳
街
の
奏
に

は
、
華
州

・
侠
州
の
車
内
苗
銭
は
毎
畝
十
八
文
で
あ
る
が
、
雨
州
の
中
間
に

位
置
す
る
貌
州
で
は
怨
畝
七
十
文
も
の
重
税
を
な
し
て
い
る
と
の
べ
ら
れ

て
い
る
。
雨
税
法
制
定
以
前
に
お
け
る
青
苗
銭
の
税
率
は
、
年
間
毎
畝
十

五
文
で
あ
り
、
筆
・
隊
問
州
の
十
八
文
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
三
銭
を
加

え
た
傘
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
み
て
、
京
兆
府
の
三
銭
楢
税
は
、
そ
れ
ま

で
従
前
を
承
け
て
毎
畝
十
五
文
で
あ
っ
た
青
苗
銭
を
十
八
文
と
し
た
の
で

あ
り
、
筆

・
隙
雨
州
の
税
率
は
、
こ

の
京
兆
府
の
改
定
に
倣
っ
た
も
の
と

解
せ
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
笛
時
青
苗
銭
は
、
従
前
の
徴
科
を
綴
承
し
て

年
閥
復
畝
十
五
文
、
な
い
し
、
京
師
及
び
そ
の
近
縁
の
諸
州
で
は
、
毎
畝

十
八
文
を
標
準
税
率
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
婆
作
が
普
及
し
た
笛
時
の
華
北
の
農
業
形
態
に
つ

い
て
は
、
西
嶋
定
生

氏
は
、
粟
・
委
に
よ
る
二
年
三
毛
作
が
成
立
し
た
と
し
(
西
嶋
定
生
「
磯

磁
の
彼
方
|
華
北
農
業
生
産
力
展
開
史
上
の
一
問
題
|
」
歴
史
事
研
究
一

二
五
、
一

九
四
七
、
の
ち
同
『
中
園
経
済
史
研
究
』
東
京
大
息
子
出
版
曾

・

一
九
六
六
、
所
枚
、
参
照
)
、
古
賀
登
氏
は
、
そ
の
成
立
を
疑
問
と
さ
れ

て
い
る
(
古
賀
登
「
中
園
多
毛
作
農
法
の
成
立
」
前
掲
、
等
参
照
〉
が
、

何
れ
に
せ
よ
、
同
一
回
畝
上
よ
り
、
恒
常
的
に
年
商
回
の
斜
斗
枚
穫
を
う

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
制
斗

・
青
苗
銭
が
、
夏
秋
世
間
の
作
付
に
封
臨
服
し
て

徴
科
さ
れ
た
と
す
る
見
解
は
、
こ

の
粘
か
ら
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。

⑫

西
嶋

・
古
賀
爾
氏
の
前
註
論
文
参
照
。

⑬

周
藤
吉
之
「
南
宋
に
於
け
る
婆
作
の
奨
励
と
二
毛
作
」
(
日
本
事
士
院

紀
要
一
三

l
三
・
一
四

l
一
、
一
九
五
五
、
の
ち
同

『
宋
代
経
済
史
研
究
』

東
京
大
事
出
版
曾

・
一
九
六
二
、
所
牧
)
、
等
参
照
。

⑬
庸
曾
要
八
三

・
租
税
上
。

⑫

唐

大

詔
令
集
五

・
帝
王

・
改
元
下

・
「改
元
元
和
赦
」
、
に
よ
る
。
〔秋〕

二
子
、
冊
府
元
勉
四
九
一

・
邦
計
部

・
鏑
復
三
の
係
等
に
よ
り
補
う
。

@
権
酒
銭
に
つ

い
て
は
、

金
井
之
忠

「
唐
の
権
酷
」

(文
化
七

l
六
、

一

九
四

O
〉

・
丸
亀
金
作
「
唐
代
の
酒
の
専
費
L

(

東
洋
間
宇
報
四

O
l
=
一パ
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-
九
五
七
〉
、
等
参
照
。

1
-

⑫

白こ
こ
に
い
う
地
税
は
、
雨
税
制
所
斗
の
徴
科
を
指
稽
す
る
。
こ
れ
が
爾
税

法
以
前
の
義
倉
用
と
し
て
の
地
税
と
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で

に
演
口
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
演
口
重
園
「
唐
の
地
税
に
就
い
て
」

(
東
洋
摩
報
二

O
l
一
、
一
九
一
一一
二
、
の
ち
同
『
秦
漢
階
唐
史
の
研
究

下
』
東
京
大
翠
出
版
曾
・
一
九
六
六
、
所
取
)
、
参
照
。

@
文
苑
英
肇
四
二
八

・
翰
林
制
詔
九

・
赦
書
九

・
「
太
和
三
年
十
一
月
十

八
日
赦
文
」
、
に
よ
る
。

@
挽
子
・
商
子
等
の
語
が
、
嘗
時
一
般
に
田
畝
上
よ
り
の
斜
斗
の
徴
科
を

指
稽
す
る
こ
と
は
、
降
っ
て
五
代
の
、
五
代
曾
要
二
五
・
租
税
の
係
等
所

載
、
後
康
明
宗
天
成
元
年
四
月
の
赦
の
節
文
に
、
「
態
に
納
む
べ
き
夏
秋

の
税
子
は
、
先
に
省
耗
毎
斗
一
升
有
り
。
今
後
は
止
だ
正
税
の
数
を
納

め
、
省
耗
を
量
ら
ず
」
と
あ
り
、
同
書
二
七
・
倉
の
篠
に
載
す
、
翌
天
成

二
年
六
月
二
十
九
日
の
戸
部
の
奏
に
、
「
先
に
天
成
元
年
五
月
十
五
日
の

勅
に
準
ず
る
に
、
検
納
せ
る
夏
秋
の
苗
子
の
刷
所
斗
は
、
毎
斗
紙
だ
一
斗
を

納
め
し
め
、
官
中
納
む
る
に
牧
耗
せ
ず
と
。
云
々
」
と
あ
る
等
に
よ
っ
て

設
せ
ら
れ
る
。

@
唐
大
詔
令
集
一
一
二

0
・
蕃
夷

・
卒
蹴

・
「
卒
黛
項
徳
音
」
、
に
よ
る
。

@
唐
大
詔
令
集
八
六

・
政
事
・
思
宥
四
・
「
威
通
七
年
大
赦
」
。

'

@
冊
府
元
勉
四
八
八

・
邦
計
部
・
賦
税
二。

@
冊
府
元
範
五

O
二
・
邦
計
部
・
卒
綴
、
に
よ
る
。
本
記
事
、
唐
曾
要
九

0
・
和
砲
の
僚
に
、
貞
元
二
年
九
月
に
繋
け
る
が
、
警
唐
書

一
二
・

徳
宗

本
紀
に
従
い
十
月
ハ
壬
午
〉
を
是
と
す
。

@
唐
曾
要
九

0
・
和
稿
、
に
よ
る
。

@
冊
府
元
亀
五

O
二
・
邦
計
部
・
卒
纏
。

@
冊
府
元
亀
四
九
一
・
邦
計
部
・
縄
復
三
、
に
よ
る
。
引
用
部
分
に
つ
い

て
は
、
全
麿
文
五
六
・
「
貸
京
畿
義
倉
粟
制
」
も
同
文
。

@
冊
府
元
勉
五

O
二
・
邦
計
部

・
卒
緒
。

@
同
右
。
〔
和
綴
〕
二
字
、

唐
禽
要
九

0
・
和
総
の
僚
に
よ
り
補
う
e

@
冊
府
元
亀
四
八
四

・
邦
計
部
・

経
費
。

@
賞
時
、
回
畝
上
よ
り
の
刷
所
斗
の
徴
科
が
通
常
的
賦
課
を
な
し
て
い
た
こ

と
は
、
唐
曾
要
八
八
・
倉
及
常
卒
倉
の
係
等
所
載
の
、
同
年
(
開
成
元
年
)

八
月
の
戸
部
の
奏
に
、
「
態
ゆ
る
諸
州
府
置
く
所
の
常
卒
・
義
倉
は
、
伏

し
て
請
う
ら
く
は
、
今
起
り
後
、
公
私
の
回
畝
を
通
じ
、
別
に
粟
一
升
を

納
め
、
逐
年
義
倉
に
添
置
せ
し
め
ん
。
云
々
。
勅
し
て
之
に
従
う
」
と
あ

る
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
年
に
限
っ
て
、
京
兆
府
の

百
姓
は

一
切
の
税
賦
を
給
復
さ
れ
て
い
る
(
唐
大
詔
令
集
五

・
帝
王
・
改

元
下
・
「
改
元
開
成
赦
」
、

等
参
照
)
。
本
文
所
引
の
度
支
の
奏
が
、
こ
の

年
二
月
に
な
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
賓
施
を
開
成
三
(
二
?
)
年
以
降
に
想

定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

@
折
纏
に
つ
い
て
は
、
元
和
年
間
の
白
居
易
「
論
和
摺
吠
」
(
白
氏
長
慶

集
四
一
・
奏
欣
一
)
に
も
、
「
折
穏
と
は
、
青
苗
・
税
銭
を
折
し
て
餅
斗

ー

を
納
め
し
む
る
な
り
」
と
み
ゆ
。

@
冊
府
元
範
囲
八
八

・
邦
計
部
・
賦
税
二
、
に
よ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
と

り
あ
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
裳
泊
の
税
制
改
革
に
つ
い
て
は
、
日
野
開
三
郎

「
爾
税
法
と
物
僚
H
・
口
・

白
」
(
東
洋
史
率
一
一
一
J
一
四
、
一
九
五
五
〉

・
同
「
藩
鋲
時
代
の
州
税
三
分
制
に
就
い
て
」
(
前
掲
)
・
松
井
秀
一
「
裂

培
の
税
制
改
革
に
つ
い
て
」
(
史
筆
雑
誌
七
六
1

七、

一
九
六
七
〉
、
等
参
照
。

⑧
元
和
四
年
二
月
の
度
支
の
奏
に
も
と
づ
く
勅
が
、
同
年
五
月
に
愛
せ
ら

れ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
松
井
氏
の
前
註
論
文
参
照
。
こ
の
勅
文
は
、
冊
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府
元
亀
等
に
、
四
年
二
月
の
度
支
の
上
奏
文
に
績
け
て
録
せ
ら
れ
て
い
る
。

@
唐
代
爾
税
法
時
代
の
物
債
の
嬰
動
に
つ
い
て
は
、
全
漢
昇
「
唐
代
物
債

的
描
出
動
」
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
一

て
一
九
四
四
)

・

日
野
開
三
郎
「
爾
税
法
と
物
債
H
・
口

・
白
」

(
前
掲
)
、
等
参
照
。

@
唐
曾
要
八
三
・
租
税
上
、
等
所
載
。

@
松
井
秀
一
「
袈
柏
の
税
制
改
革
に
つ
い
て
」
(
前
掲
)
、
参
照
。

@

日
野
開
三
郎
「
雨
税
法
と
物
債
白
」
(
東
洋
史
間
半

一四
、
前
掲
)
、
参
照
。

⑬
冊
府
元
総
五

O
一
・
邦
計
部

・
銭
幣
三
、
に
よ
る
。

〔
租
〕
一
字
、
唐

曾
要
八
四
・
租
税
下
の
僚
に
よ
り
補
う
。

@
こ
の
元
和
十
五
年
間
正
月
十
七
日
の
勅
文
は
、
冊
府
元
勉
五

O
一
・
邦

計
部
・
銭
幣
三
、
に
み
ゆ
。

@
楊
於
陵
等
の
建
議
(
元
和
十
五
年
八
月
)
の
内
容
は
、
こ
の
中
書
門
下

の
奏
文
中
に
み
え
る
(
引
用
略
〉
ほ
か
、
奮
唐
書
二
ハ

・
穆
宗
本
紀
、
資

治
通
鑑
二
四
二
・
唐
紀
五
八

・
穆
宗
長
慶
元
年
九
月
の
係
等
に
み
ゆ
。

⑬
虚
佑
と
は
、

一
般
に
賓
佑
(
時
債
)
以
上
に
評
定
し
た
償
格
を
い
う
。

劉
淑
珍
「
中
晩
唐
之
佑
法
」
(
園
立
北
卒
研
究
院
史
事
集
刊
六
、
一
九
五

O
〉
、
参
照
。
布
由
m
受
納
に
際
す
る
中
央
公
定
の
許
準
償
(
省
佑
・
中
佑
)

は
虚
佑
で
あ
る
。
一
冗
和
四
年
改
制
の
た
て
ま
え
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
い

う
虚
佑
は
、
事
買
上、

省
佑
(
中
佑
)
に
等
し
か
る
べ
き
も
の
。
な
お
、

虚
佑
・
質
佑
・
省
佑
・
中
佑
等
に
つ
い
て
は
、
日
野
氏
も
論
及
さ
れ
て
い

る
。
日
野
開
三
郎

「爾
税
法
と
物
償
同
L

(

前
掲
)
、
参
照
。

@

日

野

開
三
郎
「
雨
税
法
と
物
債
口
」
(
東
洋
史
事
二
ニ
、
前
掲
)
、
四
二
一
貝
。

@
な
お
、
雨
税
〔
銭
〕
の
銭
数
賦
課
を
厳
し
、
布
吊
の
数
を
以
て
税
額
を

定
め
よ
と
の
意
見
は
、
つ
と
に
貞
元
年
間
、
陸
賛
に
よ
っ
て
も
上
奏
さ
れ

て
い
る
〈
陸
宣
公
翰
苑
集
二
ニ
・
中
書
奏
議
六
、

「
均
節
賦
税
仙
百
姓
六

篠
L

・
其
二
。
論
関
税
以
布
鳥
居
同
額
不
計
銭
数
e
u
。

⑬
文
苑
英
華
四
二
六
・
翰
林
制
詔
七
・
赦
書
七
・
「
長
慶
元
年
正
月
三
日

南
郊
改
元
赦
文
」
、
に
よ
る
。

@
長
慶
改
制
後
に
お
い
て
も
、
一
定
の
見
銭
徴
納
額
制
が
存
綴
せ
ら
れ
た

こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
日
野
氏
も
論
及
さ
れ
て
い
る
。
日
野
関
三
郎
「
関

税
法
と
物
償
口
」
(
前
掲
)
、
参
照
。

@
税
戸
に
制
到
す
る
雨
税
銭
額
の
配
定
は
、
三
年
な
い
し
五
年
ご
と
に
な
さ

れ
る
定
戸
に
よ
っ
て
資
産
の
再
評
債
を
行
な
い
、
調
整
せ
ら
る
べ
き
規
定

で
あ
っ
た
。
冊
府
元
勉
四
八
八

・
邦
計
部
・
賦
税
二
、
等
所
載
の
貞
元
四

年
正
月
の
制
に
、
「
天
下
の
爾
税
は
、
更
に
審
ら
か
に
等
第
を
定
め
、
初

お
三
年
に
一
定
を
加
え
、
以
て
嘗
式
と
篤
す
」
と
あ
り
、
同
僚
所
載
の
長

慶
四
年
三
月
の
制
に
よ
れ
ば
、
定
戸
は
以
後
五
年
ご
と
と
改
制
さ
れ
た
。

定
戸
が
十
分
に
履
行
さ
れ
ず
、
税
額
の
不
均
衡
を
来
た
し
た
こ
と
は
、
松

井
秀

一
「
雨
税
法
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
(
前
掲
)
、
等
参
照
。

@
背
苗
銭
が
雨
税
法
に
お
け
る
正
笛
の
課
税
を
な
し
、
廃
義
の
雨
税
の
う

ち
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
唐
大
詔
令
集
七
七
・
典
積
・
陵
疲
下
、
所
載
の

元
和
十
一
年
九
月
「
荘
憲
皇
太
后
山
陵
優
勢
徳
音
」
に
、
「
其
の
富
卒
蘇

の
今
年
の
夏
税
は
、
諸
色
の
僚
に
折
し
、
及
び
巳
に
徴
納
せ
る
青
苗
銭
は

除
損
(
全
唐
文
六
二
、
作
拐
)
せ
し
む
る
を
除
く
の
外
は
、
並
び
に
宜
し

く
放
克
す
ベ
し
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
夏
の
青
苗
銭
が
夏
税
の
一
部
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

@
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
雨
税
法
成
立
に
関
す
る
一
考
察
L

(

前

掲
)
に
も
言
及
し
て
あ
る
。

@
雨
税
法
以
前
の
戸
税
の
語
は
、
諸
税
目
の
汎
稽
と
し
て
理
解
し
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
(
前
註
拙
稿
、
参
照
〉
。
雨
税
法
成
立
後
に
お
け
る
戸
税
も
、

一
般
に
、
爾
税
銭
に
限
ら
ず
該
戸
の
負
携
す
る
課
税
金
般
を
指
稽
す
る
も

の
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
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